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0.は じめ に

本論は、茅 ケ崎市 における 「男女平等参画社会」の実現 に関す る政策の動 向 を、

これまでの約10年 間の経過をた どることによって、理解 し、 これか らの課題 を把握

することを 目指す ものである。「ちが さき女性プラン」 「茅 ケ崎市新総合計画後期基

本計画」「計画の推進に向けて2男 女共 同参画社会」「第1次 実施計画」「ちが さ き男

女平等参画 プラン」 における記述 をたどることによって、政策の現 状 と、今後 の課

題を探 ることにする。

1.ち がさき女性プラン

1990年3月 に 「茅 ケ崎市婦 人問題懇親会」が 「茅 ケ崎市 における婦 人行政 のあ り

方」 についての提 言をおこなった。その提言の一つ に 「茅 ケ崎市女性行動計画 の策

定」が ある。そ してこの提言は市の新総合計画に盛 り込まれることになった。

1990年 に茅ケ崎市は 「茅 ケ崎市新総合計画」(1991年 度～2010年 度)を 策定 した。

この 「基本構想」(将 来の都市像 「自然 と人がふれあう心豊かな快適都市 茅 ケ崎」)

は、市のめ ざす豊かなまちづ くりの基本理念 を示す ものであ り、将 来あるべ き都 市

像 とこれを達成するための施策の大綱 を定める ものとされてい る。施策の体系(基

本 目標)に は、いたわ りと生 きがいのある健康で安全 なまち、 自然 と都市機 能が調

和 したうるおいのあるまち、豊かな文化 と明 日のた くま しい世代 を育 むまち、賑 わ

いと活力 を創出する産業 を育てるまち、が掲げられている。 さらに市民 と行 政の協

働によるまちづ くりが 「基本理念」 となっている。そ して、基本計画 は 「前期基本

計画」(1991年 度～2000年 度)と 「後期基本計画」(2001年 度 ～2010年 度)に 分 けて

策定されることになった。

1992年3月 に 「茅 ケ崎市女性行動計画策定委員会」 は、市長 に 「一人ひ と りがか

がや く男女共同社会の実現」 をめざした2000年 度までの行動計画 「ちが さき女性 プ

ラン」を答 申した。この 「プラン」 は女性(差 別)問 題の解決 をはかるための もの

である。「プラン」は、「女性の幅広 い分野での活動や豊かな生 き方の形成 を促進 し、

調和 と均衡の とれた男女共同社会の実現 につ とめ ます」 と定めている 「新総合 計画」

にもとつ く個別計画として位置づけ られている。
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「ちがさき女性プラン」は、基本構想、基本計画、実施計画か ら成っている。

基本構想:一 人 ひとりがかがや く男女共同社会の実現 をめざした目標 と基本理念

基本計画:基 本構想 にもとつ く1993年 度を初年度 とす る、2000年 度 までの8年 間の

施策の基本方向 とこれか らの取 り組み

施策計画:茅 ケ崎市が基本構想、基本計画にもとついてお こな う実施計画。1986年

に設置 された 「茅 ケ崎市女性関係行政推進連絡協議会」が 「ちが さき女

性プラン」にもとづ き具体的に取 り組 む事業 の実施計画。 計画の推 進に

あたっては、1993年 度8月 に設置された(市 民参加 の)「 ちが さき女性 プ

ラン推進協議会」の意見 を聞 き、計画をすすめることになっている。

2.茅 ヶ崎市新総合計画後期基本計画

日本政府は1999年6月 に 「男女共 同参画社会基本法」 を公布 した。 その第9条

(地方公共団体の責務)に おいて、「地方公共団体 は、基本理念 にのっと り、男女共

同参画社会の形成の促進 に関 し、国の施策 に準 じた施策及びその他 のその地方公共

団体の区域の特性に応 じた施策を策定 し、及び実施する義務 を有す る。」 と記 されて

いる。これを受ける形で、茅 ケ崎市で も、1999年6月 か ら 「ちが さき男女平等参画

プラン」策定委員会が開催 されていた。そ して2001年3月 に 「ちが さき男女平等参

画 プラン」が策定された。

茅ケ崎市 は、2010年 を目標年次 とす る 「茅 ケ崎市新総合計画」(1990年 度策定)に

定め られた10年 間の 「前期基本計画」が2000年 度で終了するため、「後期基本計 画」

(2001年 度～2010年 度)(「 ちがさきさわやかプラン」)を2000年 度に策定 した。

後期基本計画の策定では、21世 紀初頭 の時代潮流が(1)環 境 との共生(2)少 子 ・

高齢化(3)高 度情報化(4)個 性重視(5)国 際化(6)地 方分権に整理 された。

この計画策定にあた り、(1)市 民参加 と職員参加(2)ハ ー ド重視か らソフ ト重視

へ(3)効 率性 と実効性の確保(4)前 期基本計画の評価が、基本的 な考 え方 とさ

れた。「(後期)基 本計画」 は、基本構想において定め た施策の大綱に基づ き、基本

的施策 を明 らかにするものであ り、「施策体系別計画」 と 「計画の推進に向けて」か

ら構成 されている。

「施策体系 別計画」(基 本 目標)(施 策の大綱)は 、次の4章 から成 っている。

第1章:い たわ りと生 きがいのある健康で安全なまち

1健 康な人づ くり体力づ くり2心 がふれあ う福祉社会づ くり3清 潔で安

全 を守るまちづ くり
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第2章:自 然 と都市機能が調和 したうるおいのあるまち

1利 便性の高い都市基盤づ くり2居 住性 の高 い生活環境づ くり3自 然 と

の共生 によるまちづ くり

第3章:豊 かな文化 と明 日のた くま しい世代 を育 むまち

1は つ らつ とした青少年の育成2生 涯学 習 と市民文化 の創 造3集 い と交

流のあるまちづ くり

第4章:賑 わい と活力 を創出する産業を育てるまち

1湘 南の特性 を活か した農漁業 ・環境の振興2活 力 と魅力 あふ れる商工業

の振 興

「計画の推進に向けて」 には次の7つ が挙げ られている。

●市民参加

●男女共同参画社会

●民間活力

●情報化

●行政運営

●財政運営

●広域行政

この1.市 民参加の 目標には、「市民だれ もが 自主的 ・自発的に市民参加で きる制

度 を確立 し、市民 と行政の情報の共有化 を図 ります。」「市民 と行政の相互理 解 と協

力関係に基づ く市民参加型のまちづ くりを進めます。」 と書かれてい る。① 情報共有

化の推進②広聴機能 と相談業務の充実③市民参加の推 進④市民参加 制度 の確 立、が

列挙 されている。主な事業 としては、1.(仮 称)市 民広報紙検討委員会の設置、2.

市民参加基準の作成、3.(仮 称)市 民参加条例の制定、が挙げ られている。

2.男 女共同参画社会の目標には、「男女が社会の対等な構成員 として、あ らゆる

分野における活動 に参画す ることが可能 な 「男女共同参画社会 」の実現 に向 けたま

ちづ くりをすすめます。」 と書かれている。①男女共同参画社会形成への総合的推進

②就労環境 の整備③男女平等意識の高揚④女性 に対す る暴力へ の対応⑤政策 ・方針

決定への参 画⑥女性の性の自己決定権の確立、が列挙 されてい る。主 な事業 と して

は、1.エ ンパ ワーメン トの支援、2.女 性に対す る積極的参画促進措置 の取 り組

み、3.暴 力根絶の意識啓発4.総 合的相談事業の確立、が挙 げられている。

3.民 間活力の 目標 には、「市民や企業、各種団体 との連携 を図 り、その活力 や手

法 ・資金な どを活用 し、民 間の社会貢献活動 を支援 しなが ら、行政 との協 働 ・協調
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を基本理念 とした豊二かで活力あふれるまちづ くりを進め ます。」 と書 かれてい る。①

民間活力の活用②民間非営利組織 との協働③市民活動 ・ボ ランテ ィア活動 の促進④

民間企業 との協働、が列挙 されている。主な事業 としては、1.民 間非営利組織 や

企業 との協働型 まちづ くりの推進、2.「 民間資金等の活用 による公共施設等 の整備

等の促進に関する法律」 を活用 しての事業実施の調査研 究、3.民 間非営利組織 と

の業務委託制度の確立、が挙げ られている。

「計画の推進に向けてJに おいて関連個別プランとして、ちが さき男女平等参画

プラン、茅 ケ崎市テ レ トピア基本計画、茅 ケ崎市地域情報化基本計画、が挙 げ られ

ている。

「ちが さき男女平等参画 プラン」の概要 は、 『少子 ・高齢 化の進行や価値観 の多

様化な ど、社会情勢 の急速な変化に加 え、さまざまな女性問題が社 会問題 となって

きてい ます。ちが さき男女平等参画プランは、このような問題 を解決 し、平成11年

6月 に施行 された 「男女共同参画社会基本法」の趣 旨 を取 り入 れなが ら、男女 の人

権が尊重 され、個性 と能力 を十分 に発揮 して、自分 らし くい きい きと暮 らせ る社会

の実現 を 目指 します。』 となっている。計画期間:平 成13年 度(2001年 度)～ 平成22

年度(2010年 度)、 策定年月:平 成13年(2001年)3月 、担 当課:市 民活動推進課、 と

なっている。(後 期)基 本計画を推進するための実施計画については、3か 年 の計画

を策定 し、社会情勢や市民のニーズへ の対応 を図るため、2年 ごとに見 直 しを実施

することになっている(第1次 実施計画～第5次 実施計画)。

「基本構想」の 「7.計画の効率的推進に向けて」 には、(1)市 民 と進める まちづ

くり、(2)行 財政運営の効率化、が掲げ られている。このことか ら推測する と、推進

の効率性 を考 える時 には、2男 女共同参画社会、3民 間活力、4情 報化、7広 域行

政は、背後に引っ込むようである。(「男女共同参画社会」 は無 くなるのである。)

先ほど垣間見た 「21世紀初頭の時代潮流」(計 画策定の背景)の(2)少 子 ・高齢

化、に関する記述 は次の ようになっている。「出生率の急激な低下 と平均 寿命 の伸 び

により、21世 紀初頭には国民の4人 に1人 が高齢者 とい う状 況が予測 され、労働力

の不足や社会経済活動の停滞な ど様々な影響 を与え ることが予想 されています 。本

市においても平成22年(2010年)に は、高齢化率 は20%を 越 える もの と推計 されてい

ます。そこで、安心 して子 どもを生み育てることが で きる環境づ くりや高齢者 の暮

らしやすい生活環境の整備を図 り、女性や高齢者が能力 を発揮 で きる就業環境 の創

出な どにつとめなが ら、すべての市民が互いに世代 を越 えて助 け合 い、 自らの人生

段階に沿 った、豊かで安定 した市民生活がお くれるまちづ くりを進 めることが求め
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られています。」

以上見て きたことか ら判断 して、後期基本計画の推進において、「男女共 同参 画社

会」形成実現の位置づけは、概略において、少子 ・高齢化の進行 とい う社会情勢 の

急速な変化 を背景に して、社会問題 としての女性問題 を解決す るために、安心 して

子 どもを生み育てることができる環境づ くりを図 り、女性が能力 を発揮 で きる就 業

環境の創 出につとめるような社会の形成のようである。 つま り、男 女共 同参 画社会

とは、少子 ・高齢化 という社会問題 を解決するために、子 どもを生み育てる 「女性」

が能力 を発揮できる就業環境 を整備す る社会のことを意味 しているようである。「後

期基本計画」における女性問題 とは、子 どもを生み育て る 「女性」 の問題 の ことの

ようなのである。(こ れは個別プランとしての 「ちが さき男女平等参画プラン」 の中

の問題設定 と異 なって しまっているようだ。)

「計画の推進に向けて」の 「2男 女共 同参画社会」が載 っている 「ちが さきわわ

やかプラン」の策定経過は以下の通 りであった。

1999年4月:新 総合計画市民提案会議を設置(2000年3月 まで)。

1999年4月:新 総合計画後期基本計画策定委員会議幹事会作業部会 を設置(2001年

3月 まで)。

1999年5月:平 成11年 度第1回 総合計画審議会 を開催。

1999年11月:市 民提 案会議が市民案 を市長に提 案。

2000年1月:作 業部会が行政素案を策定。

2000年3月:政 策会議において後期基本計画(案)を 決定。

2000年4月:総 合計画審議会 に後期基本計画(案)を 諮問。

2000年5月:広 報紙特集号で後期基本計画(案)を 公表。

2000年10月:総 合計画審議会か ら後期・基本計画(案)に ついて答 申。

2000年11月:政 策会 議において後期基本計画 を決定。

この総合計画審議会か らの後期基本計画(案)の 答 申には、以 下の ような記述 が

あ る。厂2.施 策体系別計画*『 女性 の自立 と社会参加』 としていた女性行 政 を

『男女共同参画社会』に方向転換 したことは評価するが、男女共 同参画社会基本法 の

理念か らす ると、第2部 ではな く第3部 『計画推進 に向けて』 に位 置づ けるこ とが

適切 と思われるので検討 されたい。」決定された 「ちがさきさわやかプラン」 で は、

「計画の推進に向けて」の2に 、「男女共同参画社会」 があ るので、 この答 申の後、

「計画の推進 に向けて」の中に 「男女 共同参 画社会 」が入 ったことが推測 され る。

「さわやかプラン」における 「計画の推進に向けて」のなかで、「男女共同参 画社 会」
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の扱いが、それほ ど有機的に関連 していないのは、(例 えば効率性 を加味 した ときに

「男女共同参画社会」の記述が無 くなるな どは)こ の ような経過の結果であるようだ。

さらに、女性行 政か ら 「男女共同参画社会」への転換 を評価 しているが、「女性」が

「男女」 に変わったことだけを評価 しているようで、厂女性問題」 の解決 に とって は

実の ところ評価すべ き転換か どうかについては疑問が残 るところである。

3.「 計画の推進に向けて」の 「2男 女共同参画社会」

「計画の推進に向けて」の 「2男 女共 同参画社会」 をもう少 し詳 しく見 てみ よう。

「現況 と課題」の記述は次の ようになっている。

●女性の生活様式や価値観の多様化に より、女性 の社会進 出は確実 に進 んでい ます

が、一方で固定的性別役割分業観にみ られるように、家事 ・育児 ・介護 な どの負

担 は依然 として女性に大 きくかかってい ます。

● 厂男女共同参画社会基本法」が制定 され、地方 自治体 で も地域 の特性 に応 じた施

策の策定 と実施の責務が課 されてお り、一人ひと りの人権の尊重、人 間の尊厳の

視点か ら男女平等意識を育ててい くことが重要です。

●従来の 日本的雇用制度や、長距離通勤 ・単身赴任 な どによ り、男性 は仕事 中心の

生活 とな りがちで、家事 ・育児への参加 や地域活動へ参加す る機会が少 ないのが

現状です。

● 「男女雇用機会均等法」が改正され るなど法制度は整備 されてい ますが、職場 に

おける固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯 か ら、依然 として男女格 差が生

じています。

●新たな問題として、職場でのい じめや性的嫌が らせ 、 また夫 ・恋人か らの暴 力な

どが新 たな問題 となってお り、相談体制の充実や防止体制の整備が求め られてい

ます。

●女性の社会進出は進んではいますが、政策 ・方針決定の場へ の参画 はまだ低 いの

が現状 であ り、男女の比率の偏 りのない審議会 な どの設置 な どの促進 を図 る必要

があ ります。

●性 に関わる自己決定権は、基本的人権 として、21世 紀 の国内外 の重要 な理念 であ

り、啓発活動 を行 う必要があ ります。

この 「男女共同参画社会」 に実現 に向けての 厂現況 と課題」 の記述は、先 ほど垣

間見 たような、少子 ・高齢化 とい う社会問題 を解決す るため に、子 どもを生み育て

る 「女性」が能力 を発揮 できる就業環境 を整備す る社会 の実現 を 目指す とい うだけ
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のものではない。固定的性別役割分業観、女性への家事 ・育児 ・介護な どの負担 、

人権の尊重 、男女平等意識、男性の家事 ・育児や地域活動へ の参加機会 の少な さ、

職場 における男女格差、性的嫌が らせや夫か らの暴力 、政策 ・方針決定 の場への女

性の参画の低 さ、性の自己決定権などが課題 として指摘 されてい るのだ。 こう して

みると、「男女共同参画社会」の内容 には、す くな くとも二種類あると考 えられ る。

少子 ・高齢化問題の対策 としての 「男女共同参画社会」 と、固定的役割分業 に基づ

かない男女平等を 目指す 「男女共同参画社会」である。(そ して個別 プラ ンの名前が

「ちが さき男女平等参画プラン」となっているのは、プランが後者の意味の 「男女共

同参画社会」 を意図 していることの表 れではないだろうか。)

「施策の方向」の記述は以下のようになってい る。

1.共 同参画社会形成への総合的推進

男女共 同参画社会の形成 を促進するために、市民 ・企 業 ・行政 な どが連携 し、

施策の総合的な推進につ とめ ます。

2.就 労環境の整備

職業能力開発 のための機会 と情報の提供 を行い、職場 における実質的な平等 を

確保す るとともに、女性が働 き続 けるための就労環境の整備 を促進 し、経済的 ・

社会的 ・精神的に 自立で きる体制 を整備 します。

3.男 女平等意識の高揚

地域や学校、職場、家庭な どにおける様 々な機会 を通 じて、 男女共同参 画社会

の実現 のための市民の意識啓発 ・改革を行い、男女平等意識 の高揚 を図 ります。

4.女 性に対す る暴力への対応

依然 と して職場や家庭な どにおける様々な状況で女性への暴力が横行 してお り、

女性へ のあ らゆる暴力を根絶するための防止 策の確 立 と相 談体制の充実 を図 り

ます。

5.政 策 ・方針決定への参画

女性の意見が政策や方針決定に反映 されるよう、審議会 な どへ の女性の参画 を

進めます。

6.女 性の性の自己決定権の確 立

子 どもを産むか、産まないかを選ぶ 自由など、女性が 自分 の性 と生殖 に関 わる

健康 を維持する権利の確立につ とめ ます。

つ まり、男女共同参画社会形成の促進、市民 ・企業 ・行 政な どの連携 、女性が働

き続けるための就労環境の整備、男女平等意識の高揚、 女性へ の暴 力の根絶、審議

..



会な どへの女性の参画、女性の性の 自己決定権の確立、が施策の方向なのであ る。

(こ こでは先ほどの後者の 「男女共同参画社会」の意味での記述となっているようだ。)

「主な事業」 としては、以下のような事業名が列挙 されている。O内 は事業内容。

男女共同参画社会実現のための行政の推進体制の充実(男 女共 同参画社会基本法の

趣 旨の遵守 を図 りなが ら、市民 ・企業 ・行政が連携 し、 意識啓発講座や研修 な

どを実施 し、その実現 を目指 し行政運営にあた ります。)

女性センターの機能充実(総 合的相談窓口の設置や子育てや再就職 の支援 な どを行

い、女性 センターを男女平等推進の拠点 として充実 します。)

エンパ ワーメン トの支援(女 性が 自立能力を身につけ る(エ ンパ ワーメ ン ト)た め

の各種講座やイベ ン トなどを開催 します。)

男女平等教育の推進(市 内小 中学校における男女混合名 簿の実施や カ リキュラムの

見直 しな どを通 じて、男女平等教 育を教育活動のあ らゆる場面に取 り入れます。)

職員 ・教職員研修の充実(職 員 ・教職員へ のセクシャル ・ハ ラスメ ン トな どの性差

別、男女平等に関す る研修 を実施 し、職員 ・教職員の意識の啓発 を図 ります。)

審議会 な どの女性比率の改善(政 策や方針を決定す る場 である審議会な どに、男女

が均等に参画できるよう、女性委員の登用 を進めます。)

女性に対する積極的参画促進措置の取 り組み(あ らゆ る分野の女性 の参加 ・参画 の

遅れ を解消す るため、積極的 ・計画的に女性の登用な どを進めます。)

暴力根絶 の意識啓発(夫 や恋人などか らの暴力や職場 での性 的嫌が らせ など、女性

の人権を脅 かす暴力 をな くすための予防と救済 につとめます。)

総合的相談事業の確立(女 性が問題 を抱 えたとき、気軽 に相 談でき、適切 なア ドバ

イスや情報収集がで きる相談窓口 を開設します。)

以上、具体的な事業内容 としては、意識啓発 ・研 修 ・講座 ・イベ ン トが多 い とい

うことが特徴 となっている。相談窓口の設置(開 設)や 、 子育てや再就職の支援、

男女平等教育が事業内容 に具体的に指摘 されている。その他、 「充実 します」 「進め

ます」「つ とめ ます」 とい う努力義務的な表現が多 くなっているのが、一つの特徴 で

ある。

4.茅 ケ崎市新総合計画後期基本計画 「第1次 実施計画」(2001年 度～2003年 度)

「ちが さきさわやかプラン」(茅 ケ崎市新総合計画後期基本計画)(2001～2010)

の 「第1次 実施計画」(2001年 度～2003年 度)に おける 「計画の推 進に向けて」 の

「2男 女共同参画社会」 には、「3計 画事業」の事業概要に、よ り詳 しい記述があ る。

・ ・



(市民活動推進課 における事業実施年度13年 度14年 度15年 度の事業である。)

(☆印は 「新規」事業、◇印は事業内容 、を示 したものである。)

「計画事業」

(1)共 同参 画社会形成への総合的推進

(事業名)男 女共同参画社会実現のための行政の推進体制の充実

(事業概要)男 女共同参画社会基本法が施行 され、市 にも男女共同参 画社会 の形

成の促進に関 し、国の施策に準 じた施策 を策定 し、実施す る責務が規 定 さ

れ ました。

本市は、第2次 女性 プランとして 「ちが さき男女 平等参 画プラ ン」 を策定

し、行政、市民、企業、団体が連携 をと りなが ら、その実現に向けて推 進

体制の整備 を図 ります。

◇ 行政内部組織に関係課長で構成する女性行政推 進会 議を置 き、事業担 当

課 との連携 を図 り、男女共同参画の視点での事業 を推進。

◇市民公募 を含めたプラン推進協議会 を設置 し、 プランの進行管理 を行 い、

女性行政推進会議 との意見交換 を踏 まえ協調 ・推進。

(2)就 労環境の整備

(事業名)女 性セ ンターの機能充実

(事業概 要)女 性行政を進める中で、女性問題 を探 り、解 決 してい くため、「ちが

さき男女平等参画プラン」の最重点課題は、 総合 的相談事業の確立 や子育

て中の女性、再就職 を希望 してい る女性 などを支援 してい くことにあ りま

す。この ような事業の拠点として女性セ ンターの機能の充実 を図 ります。

◇ 女性の総合的相談事業の実施

◇社会参加、就労支援 に関する講座 の開催

◇ ハローワークな どの関係機関との連携、情報提供

(事業名)☆ エンパ ワーメン トの支援

(事業概 要)エ ンパ ワーメン トとは、女性が力 をつけることであ り、自己決定能力、

法的力、経済的力、政治的力等一人一人が力 をつける ことが、 別の人の力

にな り、グループ全体の力 を高めてい くような能力のことです。エンパ ワー

メン トの過程では、参画によって個 人も力 をつけ、 自分 自身の生活 をコン

トロール し、改善することができる ようになることを目指 します。

◇ 人材育成や社会参加の力 をつけ るための講座の開催

(3)男 女平等意識の高揚
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(事業名)男 女平等意識の高揚

(事業概要)「 男 らしさ、女 らしさ」 といった性別役 割で はな く、 ジェンダー ・ブ

リーの視点 をもって 自分 らしさで生きてい くこ とが男女共 同参画社会 の形

成 には必要であ り、行政や教 育に携 わるもの、市民 に対 して男女平等意識

改革が必要です。

◇ メディア ・リテラシーと男女平等についての講座 などの開催

◇行政職員、教職員について男女平等意識改革のための研修会の開催。

(4)女 性 に対す る暴力への対応

(事業名)☆ 総合的相談事業の確立

(事業概要)国 では、男女共同参画社会基本法 を制定 し、男女共同参画社会の実現

に向けて施策を講 じています。本市においてもその趣旨を踏まえて、 「ちが

さき男女平等参画プラン」を策定 しま したが 、総合 的相談事業 は、 このプ

ランの実施事業の一つとして事業に着手 します。

◇電話相談、予約相談、カウンセ リング、情報提供 ・紹介

(事業名)☆ 暴力根絶の意識啓発

(事業概要)夫 ・恋人か らの女性に対 する暴力や レイプ ・痴漢 ・ス トーカー行為は、

女性の人 としての尊厳を踏み にじる犯罪です。 これ ら性被害 を防止す ると

ともに、被害にあった女性が安心 して救済 を求 めるこ とがで きる環境 を整
k備 します

。

◇警察 など関係機関 との連携

◇暴力根絶の意識啓発事業の推進

◇県 と民間活動団体 と協調 し、シェルターの設置 と運営の支援

(事業主体 県 ・市 ・民間)

(5)政 策 ・方針決定への参画

(事業名)審 議会な どの女性比率の改善

(事業概要)政 策や方針決定の場である審議会な どへ男女の均等な参画 を進め、男

女均等な委員の構成 をめざすため、「ちがさき男女平等参画 プラン」 の 目標

数値 を40～60%と 設定 し、選考方法などを検 討 し、審議会 な どへの女性の

登用 を進めます。

◇審議会などの委員の男女比率の調査

◇積極的登用 のための改善措置

(事業名)☆ 女性 に対す る積極的参画促進措 置の取 り組 み
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(事業概要)女 性の進出が遅れている分野や大事な意思決定の場に女性が加わ らな

かった り、男女間の不平等 を生 じています。職場 や学校、地域 、家庭 でそ

れぞれの個性 と能力を発揮で きるような社会づ くりが必要 となってい ます。

,男 女が社会の対等なパー トナーとして、い ろい ろな方針の決定への参画 を

進 めるため、目標数値 を設定 し、審議会の女性委員の登用 を計画的 に進め

るなど積極的差別是正策に取 り組み ます。

◇ 目標値な どを設定 し、審議会な ど、男女の登用比率の改善

◇ 女性の社会参画能力 を高める講座や人材育成の講座 の開催

(6)女 性の性の自己決定権の確立

(事業名)☆ 性の 自己決定能力 を育てる取 り組み

(事業概要)女 性が 自分のか らだのことを自分できめる権利を女性の人権 として確

立 し、生涯 にわた り女性の健康 を守 ります。

◇性教育の実施

◇意識啓発事業や情報提供

◇ 出産か ら更年期 までの様々な女性のか らだの健康 に関す る講座の開催

以上、事業概要の具体的な事業内容 には、やは り、講座 の開催 、情 報提 供、研修

会の開催、意識啓発が多 くなっている。女性行政推 進会議の設置、 プラ ン推進協議

会の設置、相談事業の実施、電話相談、性教育の実施 な どが具体的 な事業 として挙

げ られているものである。

「ちが さきさわやか プラン」の2.男 女共同参画社会の 「主 な事業」 には、事業

名において 「職員 ・教職員研修の充実」があったが、「第1次 実施計画」 の計画事業

の事業名にはな くなって、「男女平等意識 の高揚」 に変わっている。 また 「主な事業」

には 「性の 自己決定能力 を育てる取 り組み」 は無かったが、「第1次 実施計画」 に新

たに加 えられているのだ。

事業名 「女性センターの機能充実」の中に、「ちがさき男女平等参画プラン」 の最

重点課題は、総合的相談事業の確立や子育て中の女性、再就職 を希望 している女性

などを支援 してい くこと、 とい う記述が ある。 ここで も 「さわやか プラ ン」 での

「男女共同参画社会」の意味である、子育て中の女性 ・再就職希望の女性へ の支援 と

ういうことが強調されているようだ。

5.ち が さ き男女 平等 参 画プ ラ ン(2001年 度 ～2010年 度)
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1999年6月 よ り 「ちがさき男女平等参画 プラン」策定委員会が12回 開催 され、2000

年4月 か ら起草委員会が20回 開催 され、2000年 度内に 「プラン」 が策定 された。 こ

のプランには次の ような市長の言葉が添えられている。

『茅 ケ崎市は、「新総合計画後期基本計画」 を策定した。この計画の 「計画の推進

に向けて」 に、男女共同参画社会の実現に向けた取 り組みが盛 り込 まれてい ます。

新 しい時代 にふさわしい まちづ くりの方向性 を示す もので、主要課題の一つ として

取 り組んでい ます。さらに、 この 「ちがさき男女平等参画 プラン」 に基 づいて、市

民 と行政が共同 して、21世 紀にふ さわ しい、新 しい茅 ケ崎がつ くられることを切 に

望み ます。(平 成13年3月 茅 ケ崎市長 添 田高明)』

「ちが さきを男女平等参画の まちに」 と題 したこのプ ランは、次 のよ うに説明 さ

れている。『21世紀の望 ましい社会 とは、私たちが、性別によって、生 き方 を固定 さ

れた り、制約 されずに、一人ひ とりが 「自分 らしく」生 きられる社会ではないで しょ

うか?そ のためには、人権が尊重され、それぞれが異 なっていることを認め、 ひ と

りでも生 きられる、そ してみんなで支 え合 うまちづ くりが必要です。「ちが さ き男女

平等参画プラン」 は、こうした まちづ くりをするために、女性 がこれまで以上 に力

をつけて社会参画し、男性 もこれまで以上に家庭参加 ・地域参加 し、女性 も男性 も

平等 に社会参画できるようにす るプランです。』

さらに 「ちが さき男女平等参画プラン」は、1茅 ケ崎市総合 計画後期基本計画 の

個別プラ ンであ り、2市 民 と行政で進める社会計画であ り、3男 女 共同参画社会基

本法 に準ずるプランです(計 画の期間2001年 度～2010年 度)、 と書かれてい る。茅 ケ

崎市新総合計画後期基本計画の個別プランとは、『市の新総合計画基本計画(2001年

度～2010年 度)の 中に位置づけられているプランです。「男女共同参画」 は、新総合

計画後期基本計画の推進体制の一つとなってい ます。 これは、茅 ケ崎市 のすべ ての

施策が男女共同参画の視点か ら計画され、実施されるものです。』 となってい る。社

会計画とは 『行政だけでな く、市民 も一緒になって実現 をめ ざす計画です。市民 と

は、茅 ケ崎市 に住む人、勤め る人、学ぶ人、すべてです。』 と説明されている。男女

共同参画社会基本法 とは、『国が1999年6月23日 に施行 した法律で、これは、 日本 の

社会の基本的あ り方を示す ものです。男女がお互いに人権 を尊重 し、かつ、責任 も

分かち合 い、性別にかかわ りな く、個性 を能力を十分 に発揮で きる社会 の実現 をめ

ざす ものです。』

『ちが さき男女平等参画 プランは、市民 と行政がパー トナーを組 んで推進 します。』

と書かれてい る。市民:茅 ケ崎市 に住 む人、勤め る人、学ぶ人 地域 、民 間団体
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(NGO,NPO)、 企業。行政:市 民活動推進課女性政策担 当(プ ラン推 進の事務 局。

行政内部 を調整 し、「ちが さき男女平等参画プラン推進協議会」、「茅 ケ崎市女性行 政

推進会議」 と連携 し、プランを推進する とともに、市 民 に対 して、啓発 などさまざ

まな事業 をおこまいます。)茅 ケ崎市女性行政推進会議(行 政内の関係課で組織 され

た会議で、 プランの実施計画をつ くり、事業に取 り組み ます。)。ちが さき男女平等

参画 プラン推進協議会:市 民参画によ り、性別で分け ない(ジ ェ ンダー フリー)視

点から、行政の事業がプランに沿 って進行 されているか、評価基 準 を設 け、状 況の

調査 ・改善 をおこなう協議会です。)(な お、プラン事務局 は2002年 度 よ り企 画部男

女参画社会課 となった。また、女性行政推進会議は男女共 同参画推進会議 となった。)

「ちがさ き男女平等参画プラン」の基本 目標には、次の ものが挙 げられている。

①男女の人権 を尊重す る

②性別にとらわれない(ジ ェンダーフリー)個 人の生 き方 を支援す る社会慣行 と制

度をつ くる

③男女が ともに家庭、仕事、地域活動に参画する

④男女が ともに政策などの意思決定の場へ参画する

⑤広い視野か ら、国際的 ・国内的協調 をめざす

「ちがさき男女平等参画プラン」の優先課題は、次の とお りである。

①女性があ らゆる面で力 をつけること(エ ンパ ワーメン ト)を すすめ る

②女性に対 して、積極的改善措置(ポ ジティブ ・アクシ ョン)を おこなう

③女性のための総合的相談事業をおこな う

④男性の意識改革 をはかる

ここで述べ られている 「男女平等参画プラン」の基本 目標や優先課題 は、「新総合

計画後期基本計画」の 「計画の推進 に向けて」にあ る 「男女共 同参画社会」 の実現

と相違する点があ るようだ。「男女共同参画社会」 とは、少子 ・高齢化 とい う社会 問

題 を解決す るために、子 どもを生み育てる 「女性」 が能力 を発揮 で きる就業環境 を

整備す る社会のことのようだが、 プランのい う 「男女平等参画の まち」 とは、「男女

がともに家庭、仕事、地域活動に参画する」まち、女性 も男性 も平等に社会参加 ・

家庭参加 ・地域参加するまちの ようなのであ り、ジェ ンダー フリー な個 人 を支援す

る社会制度 をつ くるまちのようである。「ちがさきさわやかプラン」 と 「男女平等参

画プラン」にあるギ ャップ、「男女共同参画社会」 と 「男女平等参画」のまちのギャッ

プを今後埋 めてい く必要があるだろう。

男女平等のまちづ くりのための 目標が17挙 げ られている。
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1.性 別にとらわれない(ジ ェンダー フリー)環 境 をつ くる

2.「 男 は仕事 、女は家庭」 という固定的性別役割意識 をな くす

3.女 性があ らゆる面で力 をつけること(エ ンパ ワーメン ト)を すすめる

4.あ らゆる分野の意思決定の場 に女性の参加 を増やす

5.女 性が働 きやすい環境 をつ くる

6.子 育て、介護が しやすい環境 をつ くる

7.男 性の家庭参加や地域参加 をすすめる

8.女 性が 自分のからだのことを自分で決める権利(性 の 自己決定権)を 女性の入

権 として確 立する

9.生 涯 にわたる女性の健康 を守る

10.性 の 自己決定能力を育てる性教育 をおこなう

11.女 性 と子 どもに対する暴力 をなくす

12.職 場、学校 、地域か ら性的嫌が らせ(セ クシュアル ・ハラスメン ト)を な くす

13。女性の人権尊重のための、メデ ィアか らの情報 を主体的に読み解 く力(メ デ ィ

ア ・リテラシー)を 育成す る

14.女 性セ ンターを拠点とした相談事業に取 り組 む

15.国 際的 ・国内的協調 をめざす

16.行 政 に充実 したプラン推進体制 と評価 システムをつ くる

17.プ ラン推進のための市民の主体 を育てる

そ して 目標の次には、それぞれ 「現状」(わ た したちを取 り巻 く社会状況)「 具体

的取 り組 み」が述べ られている。

行政の取 り組みについては以下の ようになっている。

①行政は、プランにもとついて、プラン推進のための実施計 画を作成 し、具体 的な

取 り組 みをすすめます。

② 実施計 画が実質的に進行 されているかを管理 します。

③社会状況の変化に応 じて、実施計画 を3年 ごとに見直 します。

6.今 後の課題

行政に とって固有の 目標が述べ られているのが16「 行政 に充実 したプ ラン推進体

制 と評価 システムをつ くる」である。その 「現状」の記述 は次の通 りである。

●行政のプラン推進体制が充分でない。

●プランの実効性の評価がむずか しい。
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●女性センターが、男女平等参画の拠点 として充分 に機能 していない。

目標 を達成するための 「具体的な取 り組 み」(実 施計画の作成)に は以下の ものが

挙げられている。

● 「女性センター」を 「男女平等参画セ ンター」に改称 し、推進の拠点とす る。

●男女平等参画担 当課 を設置 し、女性行政推進会議 と連携 し、プランを推進す る。

● プラン推進協議会を設置 し、意見 を聴 きなが らプランの推進をはかる。

●プラン推進協議会 は、社会状況に合った制度の整備 などについて、必要 に応 じて

国や県に対す る要望 を市長に提言する。

●男女平等参画社会基本条例、男女平等参画都市宣言に取 り組む。

●男女平等参画を進める上で、苦情処理 的機 能を果たす機 関(オ ンブズパー ソン)

を設置す る。

● プランの実効性を高めるための評価システムを整備する。

●メデ ィアな どあ らゆる方法 を活用 し、プランを積極的に周知する。

●性差別をなくす(ジ ェンダーフリー)視 点か ら、他の個別プランと連携する。

この中で 「取 り組み」の推進が期待 されるのは、「男女平等参画社会基本条例、 男

女平等参画都市宣言」の取 り組みであろう。残念なが ら、平成15年 までの実施事 業

名 にはこの取 り組みは含 まれていない。第2次 実施計画の中に組 み入れ るための準

備 を開始する時期 にきているのだろう。これは 「ちが さきさわやか プラン」 と 「男

女平等参画プラン」にあるギ ャップを埋めるために も必要な取 り組みだと思 われる。

内閣府の調査によれば、2002年8月 の時点で、男女共同参画 に関す る条例 を制定

した市 ・区は、全国で7%だ そうである。神奈川県 も2002年 に 「男女共同参 画推進

条例」を施行 した。この1,2年 は、茅 ケ崎市条例を具体化する作業が必要 だろ う。
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